
国立大学法人の中期目標変更原案及び中期計画変更案について

国立大学法人の中期目標・中期計画の変更については、あらかじめ国立大学法人評価委

員会の意見を聴かなければならないこととされている（国立大学法人法第３０条第３項、

第３１条第３項）。

このたび４７法人から変更の申請があった案件について、国立大学法人評価委員会国立

大学法人分科会業務及び財務等審議会専門部会に意見を伺うものである。

変更内容については以下のとおり。

１．重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画の変更 １７法人

北海道大学、岩手大学、東北大学、筑波大学、東京大学、東京学芸大学、

東京海洋大学、一橋大学、新潟大学、岐阜大学、静岡大学、京都工芸繊維大学、

岡山大学、高知大学、九州大学、宮崎大学、鹿児島大学

２．中期目標期間を超える債務負担に伴う計画の変更 １法人

○ 民間金融機関からの長期借入金を活用した事業の債務を負担することによる

計画の変更 １法人

神戸大学

３．別表（学部、研究科等）の変更 ４１法人

北海道大学、北見工業大学、東北大学、秋田大学、筑波大学、千葉大学、

東京大学、東京医科歯科大学、東京外国語大学、お茶の水女子大学、一橋大学、

長岡技術科学大学、富山大学、金沢大学、福井大学、山梨大学、信州大学、

静岡大学、浜松医科大学、名古屋大学、愛知教育大学、三重大学、滋賀大学、

京都大学、京都工芸繊維大学、大阪大学、神戸大学、奈良教育大学、鳥取大学、

島根大学、岡山大学、広島大学、山口大学、徳島大学、香川大学、九州大学、

長崎大学、熊本大学、大分大学、宮崎大学、鹿児島大学

資料１
国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会

業務及び財務等審議専門部会(第29回))H24.3.26
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１　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画の変更　１７法人

変更前 変更案

1 北海道大学

次年度、室蘭臨海実験
所を移転することに伴
い、現施設は利用計画
がなく、教育研究上支
障もないことから、譲
渡することとしたため

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１．重要な財産を譲渡する計画
・登別教育研究センターの土地及び建物（北海道登別市登
別東町３丁目２０番１）
を譲渡する。
・低温科学研究所附属旧紋別流氷研究施設及び旧紋別流氷
研究施設第二宿舎の土地
及び建物（北海道紋別市南ヶ丘６丁目４番１，５番１，５
番４，５番５）を譲渡する。
・低温科学研究所附属旧紋別流氷研究施設艇庫の土地及び
建物（北海道紋別市港町６丁目２番６）を譲渡する。
・北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション室
蘭臨海実験所宿舎の土地及び建物（北海道室蘭市東町５丁
目２５番２０）を譲渡する。
・北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション
北管理部天塩研究林の土地の一部（北海道天塩郡幌延町１
２，６００㎡）を譲渡する。
・北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション
北管理部中川研究林の土地の一部（北海道中川郡音威子府
村・中川町２５７，０００㎡）を譲渡する。
・北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション
北管理部雨龍研究林の土地の一部（北海道雨竜郡幌加内町
８６０㎡）を譲渡する。
・北方生物圏フィールド科学センター耕地圏ステーション
静内研究牧場の土地の一部（北海道日高郡新ひだか町２
０，０００㎡）を譲渡する。

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１．重要な財産を譲渡する計画
・登別教育研究センターの土地及び建物（北海道登別市登
別東町３丁目２０番１）
を譲渡する。
・低温科学研究所附属旧紋別流氷研究施設及び旧紋別流氷
研究施設第二宿舎の土地
及び建物（北海道紋別市南ヶ丘６丁目４番１，５番１，５
番４，５番５）を譲渡する。
・低温科学研究所附属旧紋別流氷研究施設艇庫の土地及び
建物（北海道紋別市港町６丁目２番６）を譲渡する。
・北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション室
蘭臨海実験所宿舎の土地及び建物（北海道室蘭市東町５丁
目２５番２０）を譲渡する。
・北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション
北管理部天塩研究林の土地の一部（北海道天塩郡幌延町１
２，６００㎡）を譲渡する。
・北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション
北管理部中川研究林の土地の一部（北海道中川郡音威子府
村・中川町２５７，０００㎡）を譲渡する。
・北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション
北管理部雨龍研究林の土地の一部（北海道雨竜郡幌加内町
８６０㎡）を譲渡する。
・北方生物圏フィールド科学センター耕地圏ステーション
静内研究牧場の土地の一部（北海道日高郡新ひだか町２
０，０００㎡）を譲渡する。
・北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション室
欄臨海実験所の土地及び建物（北海道室蘭市母恋南町１丁
目７４番２，母恋北町３丁目６８番１５２）を譲渡する。

9 岩手大学
国及び盛岡市からの道
路整備に伴う土地譲渡
の要請に応じるため

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
○　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１重要な財産を譲渡する計画
　緑ヶ丘宿舎の土地（岩手県盛岡市高松三丁目１９番６
号）を譲渡する。

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
○　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１重要な財産を譲渡する計画
　緑ヶ丘宿舎の土地（岩手県盛岡市高松三丁目１９番６
号）を譲渡する。
  農学部附属寒冷フィールドサイエンス教育研究センター
（滝沢農場）の土地（岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子１５
５２番地）の一部を譲渡する。
　岩手大学の土地（岩手県盛岡市上田一丁目３９４）の一
部を譲渡する。

10 東北大学

青葉山新キャンパス整
備の一環として、片平
南地区の教育・研究機
能の集約化により不要
となる同地区の一部を
譲渡するため

青葉山新キャンパス整
備の一環として、移転
整備により不要となる
雨宮地区を譲渡するた
め

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１．重要な財産を譲渡する計画
・外国人研究員宿泊施設の土地（宮城県仙台市太白区八木
山松波町19番83・宮城県仙台市太白区長町字越路19番
1200)12,810.30㎡を譲渡する。
・旧有朋寮跡地（宮城県仙台市太白区鹿野二丁目50番1）
8,657.13㎡を譲渡する。

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１．重要な財産を譲渡する計画
・外国人研究員宿泊施設の土地（宮城県仙台市太白区八木
山松波町19番83・宮城県仙台市太白区長町字越路19番
1200)　12,810.30㎡を譲渡する。
・旧有朋寮跡地（宮城県仙台市太白区鹿野二丁目50番1）
8,657.13㎡を譲渡する。
・片平南地区（宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番3）の一
部7,950.00㎡を譲渡する。
・雨宮地区（宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町10番3）
92,746.19㎡を譲渡する。

16 筑波大学

災害医療の機能強化の
ための病院建物の改修
工事に資金の借入れが
必要となったため

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
○　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
２．重要な財産を担保に供する計画
　　該当無し

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
○　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
２．重要な財産を担保に供する計画
・附属病院の施設・設備の整備に必要となる経費の長期借
入れに伴い、本学の土地及び建物について、担保に供す
る。

番号 大学名 変更理由
変更内容

・北海道、国および東
京都の実施する公共事
業（道路整備など）に
必要となる本学の土地
の一部について、当該
地方公共団体等からの
譲渡要望に応じるた
め。

・経年劣化等により不
用決定し、今後の利用
計画がないことから譲
渡することとしたため

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１.重要な財産を譲渡する計画
・ 大学院総合文化研究科・教養学部の土地の一部（東京
都渋谷区富ヶ谷二丁目1442番地1 3.88㎡）を譲渡する。
・ 大学院農学生命科学研究科附属演習林北海道演習林の
土地の一部（北海道富良野市山部 1,416.17㎡）を譲渡す
る。
・ 大学院農学生命科学研究科附属緑地植物実験所の土地
の全部（千葉県千葉市花見川区畑町1487-1外 47,139.17
㎡）を譲渡する。
・ 海洋研究所および教育学部附属中等教育学校の土地の
一部（東京都中野区南台一丁目28-1 10,571.62㎡）を譲渡
する。
・ 旧二宮果樹園の土地の全部（神奈川県中郡二宮町中里
字諏訪脇518-1外 42,145.42㎡）を譲渡する。
・ 検見川第二職員宿舎の隣接地（千葉県千葉市花見川区
浪花町1010外 6,673.92㎡）を譲渡する。
・ 大学院農学生命科学研究科附属演習林北海道演習林の
土地の一部（北海道富良野市山部 6,108.37㎡）を譲渡す
る。
・ 大学院農学生命科学研究科附属演習林秩父演習林の土
地の一部（埼玉県秩父市大滝字栃本瀧川筋5697-1 104.69
㎡）を譲渡する。

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１.重要な財産を譲渡する計画
・ 大学院総合文化研究科・教養学部の土地の一部（東京
都渋谷区富ヶ谷二丁目1442番地1 3.88㎡）を譲渡する。
・ 大学院農学生命科学研究科附属演習林北海道演習林の
土地の一部（北海道富良野市山部 1,416.17㎡）を譲渡す
る。
・ 大学院農学生命科学研究科附属緑地植物実験所の土地
の全部（千葉県千葉市花見川区畑町1487-1外 47,139.17
㎡）を譲渡する。
・ 海洋研究所および教育学部附属中等教育学校の土地の
一部（東京都中野区南台一丁目28-1 10,571.62㎡）を譲渡
する。
・ 旧二宮果樹園の土地の全部（神奈川県中郡二宮町中里
字諏訪脇518-1外 42,145.42㎡）を譲渡する。
・ 検見川第二職員宿舎の隣接地（千葉県千葉市花見川区
浪花町1010外 6,673.92㎡）を譲渡する。
・ 大学院農学生命科学研究科附属演習林北海道演習林の
土地の一部（北海道富良野市山部 6,108.37㎡）を譲渡す
る。
・ 大学院農学生命科学研究科附属演習林秩父演習林の土
地の一部（埼玉県秩父市大滝字栃本瀧川筋5697-1 104.69
㎡）を譲渡する。
・ 大学院農学生命科学研究科附属演習林北海道演習林の
土地の一部（北海道富良野市山部 6,740.90㎡）を譲渡す
る。
・ 大学院農学生命科学研究科附属演習林生態水文学研究
所の土地の一部（静岡県湖西市新居字吹寄下 3,421.83
㎡）を譲渡する。
・ 大学院農学生命科学研究科附属演習林田無演習林及び
附属生態調和農学機構の土地の一部（東京都西東京市緑町
一丁目1 7,079.45㎡）を譲渡する。
・ 航空機（東京都目黒区駒場三丁目8‐17 1機）を譲渡す
る。

22 東京大学
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変更前 変更案
番号 大学名 変更理由

変更内容

25 東京学芸大学

１．老朽化に伴う利用
率の低下等により廃止
した施設跡地につい
て、今後の利用計画が
なく、教育研究上支障
もないことから譲渡を
決定したため

２．老朽化に伴う利用
率の低下等により廃止
した宿舎跡地につい
て、今後の利用計画が
なく、教育研究上支障
もないことから譲渡を
決定したため

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
○　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
　　該当なし

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
○　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１．赤倉合宿研修施設の土地(新潟県妙高市大字赤倉字廣
157番2  1,956.5㎡）を譲渡する。
２．大泉公務員宿舎の土地（東京都練馬区東大泉5丁目323
番  3,323番4　2,838.41㎡）を譲渡する。

29 東京海洋大学

カリキュラムの見直し
により１級小型船舶操
縦士教習を実施しない
ことになり、当該船舶
を譲渡することとした
ため

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
〇　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１　重要な財産を譲渡する計画
・戸田艇庫の土地の一部（埼玉県戸田市戸田公園２４４
７、64.75㎡）を譲渡する。
・水圏科学フィールド教育研究センター東京湾臨海フィー
ルド館山ステーションの船舶２隻（千葉県館山市：和船３
５号艇（長さ5.32ｍ）及び和船３６号艇（長さ8.37ｍ））
を譲渡する。

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
〇　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１　重要な財産を譲渡する計画
・戸田艇庫の土地の一部（埼玉県戸田市戸田公園２４４
７、64.75㎡）を譲渡する。
・水圏科学フィールド教育研究センター東京湾臨海フィー
ルド館山ステーションの船舶２隻（千葉県館山市：和船３
５号艇（長さ5.32ｍ）及び和船３６号艇（長さ8.37ｍ））
を譲渡する。
・海洋工学部の船舶２隻（東京都江東区：おおわし（長さ
11.98ｍ）及びおおたか（長さ14.35ｍ））を譲渡する。

32 一橋大学

老朽化に伴う利用率の
低下及び維持管理に多
額の経費を要するため
当該施設を廃止し、譲
渡することとしたため

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
○ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
なし

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
○ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
・富浦臨海寮（千葉県南房総市富浦町南無谷45番）の土地
（7,517.82㎡）を譲渡する。
・妙高町田山寮（新潟県妙高市関川2251-9）の土地
（3,687.14㎡）を譲渡する。

34 新潟大学

・老朽化による安全性
の低下により当該施設
を廃止し、譲渡するこ
ととしたため

・老朽化に伴う実習環
境の悪化により当該施
設を廃止し、譲渡する
こととしたため

Ⅷ  重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
１  重要な財産を譲渡する計画
(1) 好山寮の跡地（新潟県妙高市大字関川2413，面積
3,286.78 ㎡）を譲渡する。

Ⅷ  重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
１  重要な財産を譲渡する計画
(1) 好山寮の跡地（新潟県妙高市大字関川2413，面積
3,286.78 ㎡）を譲渡する。
(2) 関屋寄宿舎（学生寄宿舎：六花寮）の跡地（新潟県新
潟市中央区関屋字風砂除２番18，土地面積10,100.58 ㎡，
建物面積5,292.67㎡）を譲渡する。
(3) 教育学部宿泊施設（和光寮）の跡地（新潟県長岡市地
蔵１丁目１番６号，土地面積2,451.23 ㎡，建物面積
1,675.22 ㎡）を譲渡する。

42 岐阜大学

(4)岐阜県からの道路整
備に伴う土地譲渡の要
請に応じるため

(5)岐阜市からの道路整
備に伴う土地譲渡の要
請に応じるため

(6)サテライトキャンパ
スの設置予定地につい
て立地条件のよい代替
地が確保できたことに
伴い当該地を譲渡する
こととしたため

Ⅷ　重要な財産を譲度し、又は担保に供する計画
１　重要な財産を譲渡する計画
（１）医学部及び医学部附属病院の土地（岐阜県岐阜市司
町４０，３０，８６０．４１㎡）を譲渡する。
（２）長良団地福江町圃場（１）（岐阜県岐阜市長良福江
町３－１９，９９５．９９㎡）を譲渡する。
（３）長良団地福江町圃場（２）（岐阜県岐阜市長良福江
町３－３４，８２４．８３㎡）を譲渡する。

Ⅷ　重要な財産を譲度し、又は担保に供する計画
１　重要な財産を譲渡する計画
（１）医学部及び医学部附属病院の土地（岐阜県岐阜市司
町４０，３０，８６０．４１㎡）を譲渡する。
（２）長良団地福江町圃場（１）（岐阜県岐阜市長良福江
町３－１９，９９５．９９㎡）を譲渡する。
（３）長良団地福江町圃場（２）（岐阜県岐阜市長良福江
町３－３４，８２４．８３㎡）を譲渡する。
（４）応用生物科学部附属岐阜フィールド科学教育研究セ
ンター位山演習林の土地の一部（岐阜県下呂市萩原町山之
口字曲り木１７９７－５，３１９．３５㎡）を譲渡する。
（５）正木宿舎の土地の一部（岐阜県岐阜市大字正木字古
川１９８０－５外２筆，３９１．３５㎡）を譲渡する。
（６）司町団地の土地（岐阜県岐阜市司町５，２３８．７
１㎡）を譲渡する。

43 静岡大学

③静岡県及び浜松市か
らの公共事業（公園、
道路整備等）に伴う土
地譲渡の要請に応じる
ため

④⑤藤枝市からの道路
整備に伴う土地譲渡の
要請に応じるため

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
○　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１　重要な財産を譲渡する計画
①　静岡宿舎(九)の土地の全部（静岡県静岡市葵区千代田
六丁目820番地23　612.68㎡）を譲渡する。
②　非常勤講師宿泊所の土地の全部（静岡県静岡市葵区東
鷹匠町44番地　595.04㎡）を譲渡する。

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
○　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１　重要な財産を譲渡する計画
①　静岡宿舎(九)の土地の全部（静岡県静岡市葵区千代田
六丁目820番地23　612.68㎡）を譲渡する。
②　非常勤講師宿泊所の土地の全部（静岡県静岡市葵区東
鷹匠町44番地　595.04㎡）を譲渡する。
③　浜松艇庫の土地の全部（静岡県浜松市中区富塚町字佐
鳴湖5044番　582.92㎡）を譲渡する。
④　藤枝宿舎の土地の一部（静岡県藤枝市仮宿大蔵地633
番1　78.50㎡）を譲渡する。
⑤　農学部附属地域フィールド科学教育研究センターの土
地の一部（静岡県藤枝市仮宿大蔵地632番1　440.67㎡）を
譲渡する。

54
京都工芸繊維
大学

課外活動支援の一環で
保有していたが、利用
機会がなくなり、学内
の他の利用もないこと
から、譲渡することを
決定したため

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１．重要な財産を譲渡する計画
学生寄宿舎（洛西寮）の土地及び建物（京都府京都市北区
大将軍坂田町２２番）を譲渡する。

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１．重要な財産を譲渡する計画
（１）学生寄宿舎（洛西寮）の土地及び建物（京都府京都
市北区大将軍坂田町２２番）を譲渡する。
（２）船舶（汽船　救助艇　滋賀県大津市際川
　６．８５ｍ　５トン未満　１艇）を譲渡する。

64 岡山大学
鳥取県からの砂防工事
に伴う土地譲渡の要請
に応じるため

Ⅷ　重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
１　重要な財産を譲渡する計画
・半田山自然教育研究林の土地の一部（岡山県岡山市北区
津島９　９．４２㎡）を譲渡する。
・旧小橋宿舎の土地（岡山県岡山市中区小橋町一丁目９３
番９　６６．１１㎡）を譲渡する。

Ⅷ　重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
１　重要な財産を譲渡する計画
・半田山自然教育研究林の土地の一部（岡山県岡山市北区
津島９　９．４２㎡）を譲渡する。
・旧小橋宿舎の土地（岡山県岡山市中区小橋町一丁目９３
番９　６６．１１㎡）を譲渡する。
・三朝地区（一）の土地の一部（鳥取県東伯郡三朝町大字
山田字福呂８１５番１　１６９．９０㎡）を譲渡する。
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変更前 変更案
番号 大学名 変更理由

変更内容

71 高知大学
高知県からの道路整備
に伴う土地譲渡の要請
に応じるため

Ⅷ　重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
○　重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
１．重要な財産を譲渡する計画
　海洋生物研究教育施設の土地の一部（高知県土佐市宇
佐町井尻194　4.20㎡）を譲渡する。

Ⅷ　重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
○　重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
１．重要な財産を譲渡する計画
・海洋生物研究教育施設の土地の一部（高知県土佐市宇
佐町井尻194　4.20㎡）を譲渡する。
・物部団地の土地の一部（高知県南国市物部乙200
　1,431.29㎡）を譲渡する。

73 九州大学

⑦飛び地である当該用
地について設備老朽化
等に伴う利用の見直し
により譲渡を決定した
ため

⑧老朽化が著しく、維
持利用には多大な費用
がかかることから当該
施設を廃止し、譲渡す
ることを決定したため

Ⅷ　重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
○　重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
1　重要な財産を譲渡する計画
①農学部附属北海道演習林の土地の一部（北海道足寄郡足
寄町鷲府４０９番１面積６，４０７．０８㎡）を譲渡す
る。
②農学部附属福岡演習林の土地の一部（福岡県糟屋郡篠栗
町大字津波黒３９４－１面積３９８．０５㎡）を譲渡す
る。
③箱崎団地の土地の一部（福岡県福岡市東区箱崎６丁目３
５７５番２９ほか面積２２１．１０㎡）を譲渡する。
④筥松地区の土地（福岡県福岡市東区筥松３丁目３５７５
番１３面積２，４８３．０６㎡）を譲渡する。
⑤農学部附属北海道演習林の土地の一部（北海道足寄郡足
寄町鷲府４０９番１面積９，６９６．５０㎡）を譲渡す
る。
⑥馬出地区の土地の一部（福岡県福岡市東区馬出３丁目１
番１号面積２，５０５．９４㎡）を譲渡する。

Ⅷ　重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
○　重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
1　重要な財産を譲渡する計画
①農学部附属北海道演習林の土地の一部（北海道足寄郡足
寄町鷲府４０９番１面積６，４０７．０８㎡）を譲渡す
る。
②農学部附属福岡演習林の土地の一部（福岡県糟屋郡篠栗
町大字津波黒３９４－１面積３９８．０５㎡）を譲渡す
る。
③箱崎団地の土地の一部（福岡県福岡市東区箱崎６丁目３
５７５番２９ほか面積２２１．１０㎡）を譲渡する。
④筥松地区の土地（福岡県福岡市東区筥松３丁目３５７５
番１３面積２，４８３．０６㎡）を譲渡する。
⑤農学部附属北海道演習林の土地の一部（北海道足寄郡足
寄町鷲府４０９番１面積９，６９６．５０㎡）を譲渡す
る。
⑥馬出地区の土地の一部（福岡県福岡市東区馬出３丁目１
番１号面積２，５０５．９４㎡）を譲渡する。
⑦生物資源環境科学府附属水産実験所の土地の一部（福岡
県福津市津屋崎４丁目２４９２番４０面積１１．２０㎡）
を譲渡する。
⑧農学部附属福岡演習林久原総合研修所の土地及び建物の
全部（福岡県糟屋郡久山町大字久原１３４１番ほか　面積
４，３６９．５５㎡）を譲渡する。

79 宮崎大学

・耐震強度が著しく低
く、維持利用には多大
な費用がかかること、
また、キャンパスから
離れており利便性が悪
いことから当該施設を
廃止し、譲渡すること
を決定したため

・附属小中学校本校舎
に特別支援教室が移転
したことに伴い現施設
の利用計画がなくなっ
たことから、譲渡する
ことを決定したため

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
○　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１　重要な財産を譲渡する計画
なし

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
○　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１　重要な財産を譲渡する計画
・職員宿舎（四）の土地（宮崎県宮崎市船塚３丁目１６２
番１　１，２９４．８㎡）を譲渡する。
・教育文化学部附属小中学校特別支援学級教室の土地（宮
崎県宮崎市中津瀬町１０５番　３，５１８．３９㎡）を譲
渡する。

80 鹿児島大学

(4)水稲栽培の実習教育
の集約化に伴い、今
後、利用しない実験実
習地を譲渡することと
したため

(5)森林の実習教育の見
直しに伴い、今後、利
用しない実験実習地及
び宿舎用地を譲渡する
こととしたため

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１　重要な財産を譲渡する計画
(1) 水産学部附属練習船1隻（かごしま丸、1,297.08ト
ン）を譲渡する。
(2) 職員会館「天心荘」の土地（鹿児島県鹿児島市紫原三
丁目20番6、611.01㎡）
を譲渡する。
(3) 農学部附属高隈演習林の土地の一部（鹿児島県垂水市
海潟3237、231.91㎡）
を譲渡する。

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１　重要な財産を譲渡する計画
(1) 水産学部附属練習船1隻（かごしま丸、1,297.08ト
ン）を譲渡する。
(2) 職員会館「天心荘」の土地（鹿児島県鹿児島市紫原三
丁目20番6、611.01㎡）
を譲渡する。
(3) 農学部附属高隈演習林の土地の一部（鹿児島県垂水市
海潟3237、231.91㎡）
を譲渡する。
(4) 農学部附属指宿農場の土地（鹿児島県指宿市東方字塩
入橋ノ本8080番1、
10,183.61㎡）を譲渡する。
(5) 農学部附属垂水実験地及び垂水宿舎の土地（鹿児島県
垂水市本城字港平3975
番1、4,843.72㎡）を譲渡する。

- 4 -



２　中期目標期間を超える債務負担に伴う計画の変更　　１法人

・　民間金融機関からの長期借入金を活用した事業の債務を負担することによる計画の変更

変更前 変更案

58 神戸大学

（長期借入金）
　学生寄宿舎の用
に供するために行
う施設の整備に必
要な費用に充てる
ため

Ｘ　その他
３　中期目標期間を超える債務負担
○中期目標期間を超える債務負担
（長期借入金）

Ｘ　その他
３　中期目標期間を超える債務負担
○中期目標期間を超える債務負担
（長期借入金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

（注）金額については、見込みであり、業務の実施状況等による変更されること
もある。
　なお、金額の端数処理は、各年度毎に四捨五入を行っているため、中期目標期
間小計と合致しない。

３　別表（学部・研究科等）の変更　　４１法人　別冊

変更内容
番号 大学名 変更理由
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